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世帯階層区分
徴収金基準額（月額） 参考：平成25年度国の徴収基準額

3歳未満児 3歳以上児 3歳未満児 3歳以上児

第１ 生活保護法による被保護者世帯 0円 0円 0円 0円

第２ 第１階層及び第４～第８階層を
除き、前年度分の町民税の額の
区分が次の区分に該当する世帯

町民税非課税世帯 4,500円 3,500円 9,000円 6,000円

第３ 町民税課税世帯 10,500円 9,000円 19,500円 16,500円

第４

第１階層を除き、前年分の所得
税課税世帯であってその所得税
の額の区分が次の区分に該当す
る世帯

40,000円未満である世帯 17,000円 14,000円 30,000円 27,000円
(保育単価限度 )

第５ 40,000円以上103,000円未満である世帯 29,000円 22,000円 44,500円 41,500円
(保育単価限度 )

第６ 103,000円以上413,000円未満である世帯 36,000円 26,000円 61,000円 58,000円
(保育単価限度 )

第７ 413,000円以上734,000円未満である世帯 42,000円 31,000円 80,000円
(保育単価限度 )

77,000円
(保育単価限度 )

第８ 734,000円以上である世帯 51,500円 34,000円 104,000円
(保育単価限度 )

101,000円
(保育単価限度 )

平成26年度保育料基準額表

※同一世帯で保育所等に複数入所している場合は２人目が半額、３人目以降が0円となります。
　第２・第３階層でひとり親世帯や障がい者世帯の場合、少額軽減されます。
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◎１歳児クラス（H24.4.2～ H25.4.1生まれ）

　ご家庭で過ごしているお子さんや、お母さ
ん方の交流の場として「なかよし広場」を計画
しました。季節にちなんだ活動や、楽しい歌
あそび等を用意しています。
　「なかよし広場」でたくさんの友だちと出会
い、あそびの世界を広げてみませんか。
　右表をご確認のうえ、お気軽にご参加くだ
さい。
時　間　午前10時～11時15分
料　金　無料
対　象　町内在住の方

◆申込・問い合わせ
　子育て支援センター　☎84－3099
　福祉課社会福祉班 　 ☎84－1257

と　き 内　容 ところ 駐車場

4月18日（金） 光町保育園であそぼう

子育て
支援センター

光町保育園
駐車場

5月27日（火） 親子で触れ合ってあそぼう

6月10日（土） 歯みがき指導・歌あそび

と　き 内　容 ところ 駐車場

4月17日（木） 光町保育園であそぼう 子育て
支援センター

光町保育園
駐車場

5月20日（金） リズムあそびをしよう 町民会館
大ホール 役場駐車場

5月23日（金） つくってなかよし広場 光町中央幼稚園隣接
なかよしルーム

光町中央幼稚園
駐車場

6月 3日（火） 歯みがき指導・歌あそび
子育て
支援センター

光町保育園
駐車場

6月26日（木） えいご de なかよし広場

◎２歳児クラス（H23.4.2～ H24.4.1生まれ）

※つくってなかよし広場は、午前9時45分～11時です。事前に予約が必要です。

　保育所の保育料は、町独自の財源（税金）を使い、国の基準額の半額程度に抑えていますが、4月からの消費税の改正等、
保育に係る費用が増えることから、下表のとおり保育料徴収基準額を改定します。
　世帯の負担能力に応じてご負担いただくことになりますので、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

◆問い合わせ　福祉課社会福祉班　☎84－1257

保育所の保育料徴収基準額を改定します


